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補助金適正化法における 

財産処分の届け出先の変更 

 
 
 

 
■ 関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

■ 補助事業等により取得し、又は効用の増加した 

財産の処分等の承認基準（農林水産省関係）・・・ ２ 

  

参考資料３



 
 

【 関係法令 】 
 

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（抄） 

 
（財産の処分の制限）  
第二十二条  補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める

財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この

限りでない。 
 
 
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（抄） 

 
（処分を制限する財産）  
第十三条  法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。  
一  不動産  
二  船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク  
三  前二号に掲げるものの従物  
四  機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの  
五  その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認め

て定めるもの  
 
（財産の処分の制限を適用しない場合）  
第十四条  法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。  
一  補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する

金額を国に納付した場合  
二  補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期

間を経過した場合  
２ （略） 
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○ 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準

について

平成20年5月23日20経第385号

農林水産省大臣官房経理課長から

大臣官房総務課長、大臣官房企画

評価課長、大臣官房環境バイオマ

ス政策課長、大臣官房国際部長、

大臣官房統計部長、各局（庁）長、

各地方農政局長、北海道農政事務

所長、内閣府沖縄総合事務局長、

北海道知事あて

最終改正 平成26年６月25日 26経第370号

「補助金等適正化中央連絡会議の決定事項の通知について」（平成20年４月17日

付け20経第112号大臣官房長通知）の趣旨に従い、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条に基づく農林水産大臣の承

認に関し、手続等のより一層の弾力化及び明確化を図るため、別紙のとおり承認基

準を定めたので通知する。

なお、下記の通知は、廃止する。

おって、貴管下関係機関、関係団体及び管内都府県に対しては、貴職からこの旨

通知願いたい。

また、市町村に対しても、この旨周知が図られるよう配慮願いたい。

記

○「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」

（平成元年３月31日付け元経第594号大臣官房経理課長通知）

○「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の取扱いの特例に

ついて」（平成16年９月７日付け16経第702号大臣官房経理課長通知）

○「天災等による補助施設の取扱いについて」（平成18年５月29日付け18経第332

号大臣官房経理課長通知）
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別紙

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準

（趣旨）

第１条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。

以下「法」という。）第22条に基づく農林水産大臣の承認の基準については、こ

の通知に定めるところによる。

（定義）

第２条 この通知において、用語の定義は、法の規定によるほか、次の各号に定め

るところによる。

一 補助対象財産 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）

第13条各号に定めるものをいう。

二 処分制限期間 農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18

号）第５条で定める処分の制限を受ける期間又は減価償却資産の耐用年数に関

する省令(昭和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数に相当する期間をいう。

三 財産処分 補助対象財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。

四 地域活性化等 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の

社会経済情勢の変化への対応、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化

をいう。

五 長期利用財産 補助対象財産のうち、補助目的に従った利用により10年を経

過したものをいう。

２ 補助対象財産の一部を利用する場合であって、その利用が補助目的の一部とし

て想定されておらず、補助対象財産の機能等を損なうことのない場合には、補助

金等の交付の目的に反しない利用となることから、財産処分には該当せず、本基

準に定める手続を経ることを要しない。

（財産処分に係る承認申請等）

第３条 補助対象財産の所有者が、処分制限期間内に財産処分をしようとするとき

は、補助事業者等は、財産処分承認申請書（別紙様式第１号）により、農林水産

大臣（法第26条第１項の規定に基づき、事務委任された各地方農政局長、北海道

農政事務所長又は内閣府沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。）に申請し、その

承認を受けなければならない。

２ 農林水産大臣は、前項の承認をするときは、別表１の処分区分の欄に掲げる内

容に応じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うものとする。
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（地方公共団体が所有する長期利用財産に係る承認申請等）

第４条 補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合において、地域活性化等

を図るため、長期利用財産を財産処分しようとするときは、第３条の規定にか

かわらず、補助事業者等は、長期利用財産処分報告書(別紙様式第２号)を農林水

産大臣に提出することができる。この場合においては、農林水産大臣による報告

書の受理をもって、農林水産大臣の承認があったものとみなす（別表２参照）。

２ 次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、補助事業者等は、長期

利用財産処分承認申請書（別紙様式第３号）により、農林水産大臣に申請し、そ

の承認を受けるものとする。

一 財産処分が有償の譲渡又は貸付けである場合

二 当該財産処分により、前号に掲げる場合以外の収益が見込まれる場合

３ 農林水産大臣は、前項の承認をするときは、別表２の処分区分の欄に掲げる内

容に応じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うものとする。

４ 市町村合併により、合併後の新市町村において類似施設が複数あることを理由

として、補助目的に従った利用により10年を経過していない補助対象財産を財産

処分しようとするときには、補助事業者等は、前項までの規定にかかわらず、別

表２に掲げる手続きによることができるものとする。

（地方公共団体以外の者が所有する長期利用財産に係る承認申請等）

第５条 補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合において、地域

活性化等を図るため、長期利用財産を財産処分しようとするときは、第３条の

規定にかかわらず、次の各号によることができる（別表３参照）。

一 次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当する場合

補助事業者等は、長期利用財産処分報告書(別紙様式第４号)を農林水産大臣

に提出することができる。この場合においては、農林水産大臣による報告書の

受理をもって、農林水産大臣の承認があったものとみなす。

（ア）自己の責任において当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産を

新たに確保し、補助事業を継続する場合

（イ）本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内において、他の目的に

自ら使用する場合

（ウ）農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象財産と

して自ら使用する場合

（エ）国又は地方公共団体への無償の譲渡又は貸付けである場合

二 一以外の場合にあっては、補助事業者等は、長期利用財産処分承認申請書（別

紙様式第５号）により、農林水産大臣に申請し、その承認を受けるものとする。

２ 農林水産大臣は、前項第２号の承認をするときは、当該財産処分が地域活性化

等を図るために行われるものであるかどうか、当該補助対象財産に対する地域の

需要動向から見て財産処分が適当であるかどうか等について確認し、別表３の処
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分区分の欄に掲げる内容に応じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承

認を行うものとする。

３ 補助対象財産の所有者が、第１項各号による財産処分の承認後、当該承認に係

る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合又は当該財産処分の承認に付さ

れた条件を満たすことができなくなった場合には、補助事業者等は、新たな承認

を得なければならない。

（利用困難財産に係る承認申請等）

第６条 補助対象財産の所有者が、地域活性化等を図るため、次項に掲げる利用困

難財産について財産処分（別表４に掲げる財産処分に限る。）しようとするとき

は、第３条の規定にかかわらず、補助事業者等は、利用困難財産処分承認申請書

（別紙様式第６号）により、農林水産大臣に申請し、その承認を求めることがで

きる。ただし、当該財産処分があわせて第４条又は第５条の要件に該当する場合

には、第４条又は第５条の手続きによるものとする。

２ 前項の利用困難財産とは、別表５に掲げる補助事業等により取得し、又は効用

の増加した補助対象財産のうち、社会経済情勢の変化等に伴い、当初の補助目的

に従った利用が困難となっている建物等（建物と一体的に整備された建物附属施

設、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置並びに建物及び建物附属施設に係

る用地を含む。以下同じ。）であって、当該建物等を取得し、又は効用の増加し

た時から、処分制限期間のそれぞれ５分の１に相当する期間（当該５分の１に相

当する期間に、１年未満の端数があるときはその端数は切り捨て、５年に満たな

い場合は５年とする。）を経過しているものをいう。

ただし、当該期間の経過前であっても、次に掲げる要件のいずれかに該当する

場合には、前項の規定の適用を受けることができる。

一 補助事業等の開始時には想定し得なかった農林水産物の生産又は需要等の急

激な減退により、その利用が著しく減少し、かつ回復の見込みがない程度まで

遊休化しているもの

二 農林水産業団体等の統合若しくは合理化又は農業経営の法人化の推進を図る

ために、早急な財産処分が必要不可欠となっているもの

３ 農林水産大臣は、第１項の承認をするときは、当初の補助目的に従った利用が

困難となっていること及び前項の要件に該当することについて、利用困難財産処

分承認申請書の記載内容により確認し、別表４の処分区分の欄に掲げる内容に応

じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うものとする。

（災害被害財産等に係る承認申請等）

第７条 補助事業者等は、天災又は自己の責に帰さない事由による火災等により利

用することが困難となった補助対象財産について、復旧が不可能であると判断し

た場合であって、当該財産処分に係る収益がないことが明らかなときは、災害報
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告書（別紙様式第７号。当該補助事業等の補助金交付要綱等に報告の様式につい

ての定めがある場合には、当該様式による。）により、農林水産大臣に報告し、

補助関係が終了したことの確認を求めることができる。

２ 農林水産大臣は、前項の報告書の記載内容が事実と相違ないと判断できる場合

には、補助関係の終了の確認を行うものとする。ただし、災害報告書に記載され

ている復旧が不可能との判断に疑義がある場合には、第３条から第６条までのい

ずれかに従った手続きを指示することができる。

（その他）

第８条 農林水産大臣は、第３条から第７条までの規定により補助事業者等から受

けた申請又は報告について、承認に必要な記載内容の確認が困難な場合は、追加

資料の提出を求めることができる。

２ 農林水産大臣は、補助対象財産の譲渡相手方が、農林水産省の補助事業等によ

り同種の補助事業等を申請している場合には、補助事業等の採択について適切に

対応しなければならない。

３ 補助対象財産の所有者が、第４条から第６条までの規定に基づき承認を受けた

財産処分と同種の財産の取得を農林水産省の補助事業等により計画した場合にあ

っては、農林水産大臣は、同種財産に対する地域の需要動向に照らして、補助事

業等の採択について慎重に検討しなければならない。

４ 第４条第１項及び第５条第１項第１号の規定により報告書の受理をもって農林

水産大臣の承認とみなすことができる財産処分の範囲については、それぞれの補

助事業等の特性に応じ、補助金交付要綱等において定めることができる。

５ 農林水産大臣は、必要に応じ、第４条から第６条までの規定に基づき承認を行

った補助対象財産の利用状況について、補助事業者等から報告を求めることがで

きる。

６ 地域再生法（平成17年法律第24号）第18条の規定により農林水産大臣の承認を

受けたものとみなされた財産処分については、この承認基準に定める手続きを要

しないものとする。

７ 総合特別区域法（平成23年法律第81号）第57条の規定により農林水産大臣の承

認を受けたものとみなされた財産処分については、この承認基準に定める手続き

を要しないものとする。

８ 東日本大震災復興特別区域法（平成23年法律第122号）第45条の規定により農

林水産大臣の承認を受けたものとみなされた財産処分については、この承認基準

に定める手続きを要しないものとする。

附 則（平成23年８月31日付け23経第8 1 5号）

この通知は、平成23年９月１日から施行する。
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別表１（第３条関係）

処 分 区 分 承認条件 国庫納付額 備 考

目的外 補助事業を中 国庫納付 目的外使用部分に対する残存簿価又 本来の補助目的の遂行に支障を及
使用 止しない場合 （ただし、備考の場 は時価評価額のいずれか高い金額に ぼさない範囲内で、補助対象財産

合は国庫納付は不要 国庫補助率を乗じた金額を国庫納付 の遊休期間（農閑期等当該補助対
とし、当該財産の利 する。なお、許認可等を受け、補助 象財産を使用しない期間をいう。
用状況を報告するこ 対象財産の未活用部分の目的外使用 以下同じ。）内に一時使用する場
と（注１）） により生じる収益（収入から管理費 合、承認までに他の法令に基づく

その他に要する費用を差し引いた 許認可等を受けることが明らかで
額）に国庫補助率を乗じた金額を国 あり、補助対象財産が有する本来
庫納付する。 の能力の未活用部分について、収

益を得ることなく使用する場合
（注３）又は自己の責任において
当該補助対象財産と同等の機能を
有する他の財産を新たに確保し、
補助条件を承継する場合は、国庫
納付を要しない

補助事 道路拡 国庫納付 財産処分により生じる収益（損失補 自己の責に帰さない事情等やむ
業を中 張等に 償金を含む。）に国庫補助率を乗じ を得ないものに限る。
止する より取 た金額を国庫納付する。
場合 り壊す

場合

上記以 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか
外の場 高い金額に国庫補助率を乗じた金額
合 を国庫納付する。

譲 渡 有 償 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価 集落を基礎とした営農組織が、当
（ただし、備考の場 額のうち最も高い金額に国庫補助率 該組織の法人化に伴い法人化後の
合は国庫納付は不要 を乗じた金額を国庫納付する。 組織へ譲渡する場合は、国庫納付
とし、当該財産の利 を要しない。ただし、処分制限期
用状況を報告するこ 間の残期間内、補助条件を承継す
と（注２）） ること。

無 償 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか 処分制限期間の残期間内、補助条
（ただし、備考の場 高い金額に国庫補助率を乗じた金額 件を承継する場合は、国庫納付を
合は国庫納付は不要 を国庫納付する。 要しない。
とし、当該財産の利
用状況を報告するこ
と（注２））

交 換 下取交換の場 補助対象財産の処分
合 益を新規購入費に充

当し、かつ、旧財産
の処分制限期間の残
期間内、新財産が補
助条件を承継するこ
と

下取交換以外 交換差益額を国庫納 交換差益額に国庫補助率を乗じた金 原則、交換により差損が生じない
の場合 付 額を国庫納付する。 場合に限る。

貸付け 有 償 収益について国庫納 貸付けにより生じる収益（貸付けに
（遊休期間内 付、かつ、本来の補 よる収入から管理費その他の貸付け
の一時貸付け） 助目的の遂行に影響 に要する費用を差し引いた額）に国

を及ぼさないこと 庫補助率を乗じた金額を国庫納付す
る。

無 償 本来の補助目的の遂
（遊休期間内 行に影響を及ぼさな
の一時貸付け） いこと

長期間（１年 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか
以上）の貸付 高い金額に国庫補助率を乗じた金額
け を国庫納付する。なお、漁港漁場整

備法(昭和25年法律第137号)第37条
の２の規定により認定を受けた場合
は、貸付けにより生じる収益（貸付
けによる収入から管理費その他の貸
付けに要する費用を差し引いた額）
に国庫補助率を乗じた金額を国庫納
付する。

担 保 補助残融資又 本来の補助目的の遂
は補助目的の 行に影響を及ぼさな
遂行上必要な いこと
融資を受ける
場合

（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期間）につき当該財産
の利用状況を報告すること。

（注２）譲渡相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につき当該財産の利用状
況を報告すること。

（注３）他の法令に基づく許認可等(*)を受けた場合には、当該許認可等を証する書類の写しを承認前に提出すること。
(*)許認可等とは、行政手続法(平成５年法律第88号)第２条第３号に規定する許認可等をいう。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る国庫補助金等
の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること。
（備考３）農林水産大臣は、上記の処分区分又は承認条件により難い事情があると認める場合には、他の条件を付すこ

とができる。
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別表２（第４条関係）

処 分 区 分 承認条件 国庫納付額 適用条項

目的外使用 収益がない場合 － 第１項による

報告

収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益（損失補償 第２項による

る場合 金を含む。）に国庫補助率を乗じた金 申請

額を国庫納付する。

譲 渡 無 償 － 第１項による

報告

有 償 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額 第２項による

のうち最も高い金額に国庫補助率を乗 申請

じた金額を国庫納付する。

貸付け 無 償 － 第１項による

報告

有 償 国庫納付 貸付けにより生じる収益（貸付けによ 第２項による

る収入から管理費その他の貸付けに要 申請

する費用を差し引いた額）に国庫補助

率を乗じた金額を国庫納付する。

市町村 市町村の合併の特例 収益がない場合 － 第１項による

合併に に関する法律 (昭和 報告

伴うも 40年法律第６号)に

ので補 基づく市町村建設計 収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益（損失補償 第２項による

助目的 画又は市町村の合併 る場合 金を含む。）に国庫補助率を乗じた金 申請

に従っ の特例等に関する法 額を国庫納付する。

た利用 律（平成16年法律第

により 59号）に基づく合併

10年を 市町村基本計画に基

経過し づいて財産処分され

ていな る場合

いもの

上記以外の場合（農 収益がない場合 － 第２項による

林水産大臣が適当で 申請

あると個別に認める

ものに限る。） 収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益（損失補償 第２項による

る場合 金を含む。）に国庫補助率を乗じた金 申請

額を国庫納付する。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る国庫補助金等

の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること。
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別表３（第５条関係）
処 分 区 分 承認条件 国庫納付額 適用条項

目 的 補助事 自己の責任において当該 － 第１項第１号
外 使 業を中 補助対象財産と同等の機 による報告
用 止しな 能を有する他の財産を新

い場合 たに確保し、補助事業を
継続する場合

本来の補助目的の遂行に － 第１項第１号
支障を及ぼさない範囲内 による報告
において、他の目的に自
ら使用する場合

補助事 農林水産省が現在実施し ※当該財産の利用 第１項第１号
業を中 ている補助事業等で取得 計画等を変更し、 による報告
止する 可能な補助対象財産とし 利用状況を報告
場合 て自ら使用する場合 （報告書に記載）

他の施設に機能 収益が 移転先施設の利 第１項第２号
を移転したうえ ない場 用計画等を変更 による申請
で、農林水産業 合 し、利用状況を
の振興を通じた 報告すること
地域活性化又は （注１）
公益の増進に資
する目的で自ら 収益が 国庫納付、かつ、 財産処分により生じる収益（損失補 第１項第２号
使用する場合又 見込ま 移転先施設の利 償金を含む。）に国庫補助率を乗じた による申請
は取り壊す場合 れる場 用計画等を変更 金額を国庫納付する。

合 し、利用状況を
報告すること
（注１）

上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか高 第１項第２号
い金額に国庫補助率を乗じた金額を国 による申請
庫納付する。

譲渡 有 償 補助条件を承継する場合 国庫納付、かつ、 以下のア又はイのいずれか低い金額を 第１項第２号
又は農林水産省が現在実 当該財産の利用状 国庫納付する。 による申請
施している補助事業等で 況を報告すること ア）譲渡契約額に国庫補助率を乗じた
取得可能な補助対象財産 （注２） 金額
として譲渡する場合 イ）残存簿価又は時価評価額のいずれ

か高い金額に補助事業実施主体の負
担割合を乗じた額を譲渡契約額から
差し引いた金額
譲渡契約額－｛残存簿価又は時価
評価額×補助事業実施主体の負担
割合（１－国庫補助率）｝

無 償 譲渡先が国又は地方公共 － 第１項第１号
団体の場合 による報告

譲渡先が 補助条件を承 当該財産の利用 第１項第２号
国又は地 継する場合又 状況を報告する による申請
方公共団 は農林水産省 こと（注２）
体以外の が現在実施し
場合 ている補助事

業等で取得可
能な補助対象
財産として譲
渡する場合

農林水産省が 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか低 第１項第２号
現在実施して い金額に国庫補助率を乗じた金額を国 による申請
いる補助事業 庫納付する。
等で取得可能
な補助対象財
産以外の財産
として譲渡す
る場合

上記以外の場合 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額 第１項第２号
のうち最も高い金額に国庫補助率を乗 による申請
じた金額を国庫納付する。
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処 分 区 分 承認条件 国庫納付額 適用条項

貸 付 有 償 一定期間を定め、貸付期 国庫納付 貸付けにより生じる収益（貸付けによ 第１項第２号
け 間の満了後は、補助事業 る収入から管理費その他の貸付けに要 による申請

等を行う場合 する費用を差し引いた額）に国庫補助
率を乗じた金額を国庫納付する。

無 償 貸付先が国又は地方公共 － 第１項第１号
団体の場合 による報告

貸付先が 補助条件を承 当該財産の利用状 第１項第２号
国又は地 継する場合 況を報告すること による申請
方公共団 （注２）
体以外の
場合 補助条件を承 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか低 第１項第２号

継しない場合 い金額に国庫補助率を乗じた金額を国 による申請
庫納付する。

上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか高 第１項第２号
い金額に国庫補助率を乗じた金額を国 による申請
庫納付する。

（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期間）につき当該財産
（又は施設）の利用状況を報告すること。

（注２）譲渡又は貸付け相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につき当該財
産の利用状況を報告すること。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る国庫補助金等
の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること。
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別表４（第６条関係）

処 分 区 分 承認条件 国庫納付額

目 的 補助事 農林水産省が現在実施している補 当該施設の利用計
外 使 業を中 助事業等で取得可能な補助対象施 画等を変更し、利
用 止する 設として自ら使用する場合 用状況を報告する

場合 こと（注１）

他の施設に機 収益がない場合 移転先施設の利用
能を移転した で、注２に掲げる 計画等を変更し、
うえで、農林 要件をすべて満た 利用状況を報告す
水産省が現在 すとき ること（注１）
実施している
補助事業等で 収益が見込まれる 国庫納付、かつ、 財産処分により生じる収益（損失補償金を含
取得可能な補 場合で、注２に掲 移転先施設の利用 む。）に国庫補助率を乗じた金額を国庫納付
助対象施設以 げる要件をすべて 計画等を変更し、 する。
外の施設とし 満たすとき 利用状況を報告す
て自ら使用す ること（注１）
る場合又は取
り壊す場合

上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額
に国庫補助率を乗じた金額を国庫納付する。

譲渡 有 償 補助条件を承継する場合又は農林 国庫納付、かつ、 以下のア又はイのいずれか低い金額を国庫納
水産省が現在実施している補助事 当該施設の利用状 付する。
業等で取得可能な補助対象施設と 況を報告すること ア）譲渡契約額に国庫補助率を乗じた金額
して譲渡する場合 （注３） イ）残存簿価又は時価評価額のいずれか高

い金額に補助事業実施主体の負担割合を
乗じた額を譲渡契約額から差し引いた金
額

譲渡契約額－｛残存簿価又は時価評
価額×補助事業実施主体の負担割合
（１－国庫補助率）｝

農林水産省が現在実施している補 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち
助事業等で取得可能な補助対象施 最も高い金額に国庫補助率を乗じた金額を国
設以外の施設として譲渡する場合 庫納付する。

無 償 補助条件を承継する場合又は農林 当該施設の利用状
水産省が現在実施している補助事 況を報告すること
業等で取得可能な補助対象施設と （注３）
して譲渡する場合

農林水産省が現在実施している補 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額
助事業等で取得可能な補助対象施 に国庫補助率を乗じた金額を国庫納付する。
設以外の施設として譲渡する場合

（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期間）につき当該施設
の利用状況を報告すること。

（注２）
(1) 当該施設を現状のまま維持し続けた場合は、経済的負担の発生が見込まれること。
(2) 当該施設を農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な他の補助対象施設として利用することが困難

であること。
(3) 当該処分（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業の振興を通じた地域活性化又は公益の増進に

資するものであること。
(4) 補助事業等で整備した施設に機能を移転する場合には、当該機能移転先施設における補助事業等の遂行に支障を

来さないこと。
(5) 当該施設の事業内容、財産処分の内容、(1)～(4)の事項について広報誌等により公表すること。（なお、この場

合、地方農政局等のホームページに掲載する。）
（注３）譲渡相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につき当該施設の利用状

況を報告すること。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る国庫補助金等
の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること。
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別表５（第６条関係）

補 助 事 業 名
事業実施年度

備 考
始期 終期

沖縄振興公共投資交付金（うち農山漁村地域整備に関する事 平成24年度 大臣官房、
業（農業農村基盤整備事業（土地改良施設及び農業集落排水 食料産業局、生産局、
施設を除く。）、森林居住環境整備事業、地域水産物供給基盤 農村振興局、林野庁、
整備事業（漁港施設用地の整備を行うものに限る。）、漁港環 水産庁
境整備事業（漁港施設用地の整備を行うものに限る。）及び漁
村再生交付金事業（漁港施設用地の整備を行うものに限る。）
に限る。）、農山漁村活性化対策整備に関する事業（土地改良
施設を除く。）、農業・食品産業強化対策整備に関する事業、
水産業強化対策整備に関する事業及び沖縄林業構造確立施設の
整備に関する事業（経営確立促進調査事業を除く。）に限る。）
東日本大震災復興交付金（うち農山漁村地域復興基盤総合整 平成23年度 大臣官房
備事業（土地改良施設、農業集落排水施設及び漁港環境整備
事業（漁港施設用地の整備を行うものを除く。）を除く。）、
農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対策）事業（土地改
良施設を除く。）、漁港施設機能強化事業（漁港施設用地の整
備を行うものに限る。）及び水産業共同利用施設復興整備事業
に限る。）
福島再生加速化交付金（うち農山村地域復興基盤総合整備事業 平成26年度 大臣官房
（土地改良施設、農業集落排水施設を除く。）及び農山漁村活
性化プロジェクト支援（福島復興対策）事業（土地改良施設を
除く。）に限る。）
東日本大震災復興推進事業（うち安全・安心な農業生産回復 平成23年度 大臣官房
事業及び津波被災地域における海岸防災林の活用を推進する
ための調査事業を除く。）
消費・安全対策交付金 平成17年度 消費・安全局
６次産業化ネットワーク活動整備事業 平成26年度 食料産業局
緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 平成25年度 食料産業局
地域バイオマス産業化整備事業 平成25年度 食料産業局
６次産業化ネットワーク活動整備交付金 平成25年度 食料産業局
食品流通構造改善施設整備事業 平成12年度 平成14年度 食料産業局
フードシステム連携強化・循環推進事業 平成14年度 平成14年度 食料産業局
生鮮品共同配送施設整備事業 平成14年度 平成15年度 食料産業局
バイオマスの環づくり交付金 平成17年度 平成18年度 食料産業局
バイオマス生活創造構想整備事業 平成17年度 平成18年度 食料産業局
地域バイオマス利活用整備交付金 平成19年度 平成22年度 食料産業局、生産局、

農村振興局
バイオ燃料地域利用モデル実証整備交付金 平成19年度 平成22年度 食料産業局、

農村振興局
食品産業競争力強化対策事業 平成20年度 平成21年度 食料産業局
地域資源利用型産業創出緊急対策事業 平成21年度 平成21年度 食料産業局
資源循環型地域活力向上対策事業 平成22年度 平成22年度 食料産業局
農林水産分野における太陽光エネルギー利用推進事業 平成22年度 平成22年度 食料産業局
農商工等連携促進施設整備支援事業 平成22年度 平成22年度 食料産業局
卸売市場施設災害復旧事業 平成23年度 平成23年度 食料産業局
バイオマス地域利活用整備交付金 平成23年度 平成23年度 食料産業局
未来を切り拓く６次産業創出推進事業 平成23年度 平成24年度 食料産業局
未来を切り拓く６次産業創出事業 平成23年度 平成24年度 食料産業局
東日本大震災復旧・復興農山漁村６次産業化対策整備事業 平成23年度 平成24年度 食料産業局
新産業創出推進事業 平成24年度 平成24年度 食料産業局
新産業創出事業 平成24年度 平成24年度 食料産業局
農山漁村再生可能エネルギー導入事業 平成24年度 平成24年度 食料産業局
６次産業化整備支援事業 平成25年度 平成25年度 食料産業局
産地活性化総合対策事業 平成22年度 生産局
次世代施設園芸導入加速化支援事業 平成25年度 生産局
強い農業づくり交付金 平成17年度 生産局、食料産業局、

経営局
生産環境総合対策事業 平成22年度 生産局
鳥獣被害防止総合対策交付金 平成20年度 生産局
畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業 平成25年度 生産局
東日本大震災農業生産対策交付金 平成23年度 生産局、食料産業局、

経営局
生産振興総合対策事業 平成14年度 平成16年度 生産局
輸入急増農産物対応特別対策事業 平成14年度 平成16年度 生産局
農業・食品産業競争力強化支援事業 平成17年度 平成22年度 生産局、食料産業局、

経営局
国内産糖・いもでん粉産地緊急構造改革支援事業 平成19年度 平成22年度 生産局
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補 助 事 業 名
事業実施年度

備 考
始期 終期

産地生産拡大プロジェクト支援事業 平成20年度 平成21年度 生産局
有機農業総合支援対策 平成20年度 平成21年度 生産局
農業生産地球温暖化総合対策事業 平成20年度 平成21年度 生産局
食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金 平成22年度 平成22年度 生産局
さとうきび等安定生産体制緊急確立事業 平成24年度 平成24年度 生産局
葉たばこ作付転換緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 生産局
戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業 平成23年度 平成23年度 生産局
産地再生関連施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 生産局
輸出対応型生産・出荷施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 生産局
鳥獣被害防止施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 生産局
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策 平成24年度 平成24年度 生産局
新規就農・経営継承総合支援事業（農業者育成支援事業に限 平成24年度 経営局
る。）
特定地域経営支援対策事業 昭和51年度 経営局
地域農業基盤確立農業構造改善事業 平成６年度 平成13年度 経営局
小規模零細地域営農確立促進対策事業 平成７年度 平成13年度 経営局
経営構造対策事業 平成12年度 平成16年度 経営局
農業研修教育・農業総合支援センター施設整備事業 平成12年度 平成16年度 経営局
地域農業構造改革モデル事業 平成14年度 平成15年度 経営局
アグリ・チャレンジャー支援事業 平成14年度 平成16年度 経営局
販路開拓緊急対策事業 平成14年度 平成16年度 経営局
経営支援情報化施設整備事業 平成15年度 平成16年度 経営局
水田農業経営構造確立緊急対策事業 平成16年度 平成16年度 経営局
地域雇用拡大型農業経営確立緊急対策事業（うち共同利用施 平成20年度 平成20年度 経営局
設補助事業に限る。）
集落営農法人化等緊急整備推進事業 平成21年度 平成21年度 経営局
農業主導型６次産業化整備事業 平成22年度 平成22年度 経営局
経営体育成交付金（うち集落営農補助事業及び共同利用施設 平成22年度 平成24年度 経営局
補助事業に限る。）
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 平成21年度 農村振興局
特殊自然災害対策施設緊急整備事業 平成24年度 農村振興局
ため池等汚染拡散防止対策実証事業 平成24年度 農村振興局
農業農村整備事業（土地改良施設、農業集落排水施設及び林業 平成３年度 農村振興局、
集落排水施設並びに漁村生活環境基盤施設を除く。） 生産局
都市農村共生・対流総合対策整備交付金 平成25年度 農村振興局
「農」のある暮らしづくり整備交付金 平成25年度 農村振興局
美しい農村再生支援事業 平成26年度 農村振興局
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 平成19年度 農村振興局
農山漁村地域整備交付金（うち農業農村基盤整備事業（土地改 平成22年度 農村振興局、生産局、
良施設及び農業集落排水施設を除く。）、森林居住環境整備事業、 林野庁、水産庁
水産物供給基盤整備事業（漁港施設用地の整備を行うものに限
る。）、漁港環境整備事業（漁港施設用地の整備を行うものに限
る。）及び漁村再生交付金事業（漁港施設用地の整備を行うも
のに限る。）に限る。）
被災土地改良区復興支援事業 平成23年度 農村振興局
被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業 平成23年度 農村振興局
農村地域復興再生基盤総合整備事業 平成24年度 農村振興局
小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 平成26年度 農村振興局
離島・へき地電気導入事業 平成12年度 平成16年度 農村振興局
元気な地域づくり交付金 平成17年度 平成18年度 農村振興局
広域連携共生・対流等整備交付金 平成19年度 平成22年度 農村振興局
低炭素むらづくりモデル支援事業 平成21年度 平成25年度 農村振興局
食と地域の交流促進対策整備交付金 平成23年度 平成24年度 農村振興局
地域自主戦略交付金（うち農山漁村地域整備に関する事業（ 平成23年度 平成24年度 農村振興局、
農業農村基盤整備事業（土地改良施設、農業集落排水施設及 食料産業局、生産局、
び林業集落排水施設並びに漁村生活環境基盤施設を除く。）、森 林野庁、水産庁
林居住環境整備事業、地域水産物供給基盤整備事業（漁港施設
用地の整備を行うものに限る。）、漁港環境整備事業（漁港施設
用地の整備を行うものに限る。）及び漁村再生交付付金事業（漁
港施設用地の整備を行うものに限る。）に限る。）、農山漁村活
性化対策整備に関する事業（土地改良施設を除く。）、農業・食
品産業強化対策整備に関する事業、水産業強化対策整備に関す
る事業及び森林整備・林業等振興整備に関する事業に限る。）
福島県浜地域農業再生研究拠点整備事業 平成25年度 平成25年度 農林水産技術会議事

務局
地域材利活用倍増戦略プロジェクト事業 平成26年度 林野庁
木材加工流通施設等復旧対策事業 平成26年度 林野庁
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補 助 事 業 名
事業実施年度

備 考
始期 終期

苗木安定供給推進事業 平成25年度 林野庁
森林・林業再生基盤づくり交付金 平成25年度 林野庁
放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 平成24年度 林野庁
放射性物質被害林産物処理支援事業 平成25年度 林野庁
特用林産施設体制整備事業 平成24年度 林野庁
森林整備加速化・林業再生事業 平成21年度 林野庁
林業生産流通総合対策事業 平成10年度 平成16年度 林野庁
森林居住環境整備事業（林業集落排水施設を除く。） 平成14年度 平成24年度 林野庁
森林づくり交付金 平成17年度 平成19年度 林野庁
強い林業・木材産業づくり交付金 平成17年度 平成19年度 林野庁
森林・林業・木材産業づくり交付金 平成20年度 平成24年度 林野庁
住宅分野における国産材需要拡大緊急対策支援事業 平成21年度 平成22年度 林野庁
地域材利用加速化支援事業 平成21年度 平成22年度 林野庁
木材供給等緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 林野庁
木材加工流通施設等復旧対策事業 平成23年度 平成23年度 林野庁
木質バイオマス関連施設整備事業 平成23年度 平成23年度 林野庁
地域型住宅づくり支援事業 平成23年度 平成25年度 林野庁
木造住宅・木造公共建築物等の構造部材開発等支援事業 平成23年度 平成25年度 林野庁
木質バイオマス産業化促進事業 平成25年度 平成25年度 林野庁
水産物供給基盤整備事業（漁港施設用地の整備を行うものに 平成13年度 水産庁
限る。）
水産資源環境整備事業（漁港施設用地の整備を行うものに限 平成23年度 水産庁
る。）
水産物流通機能高度化対策事業 平成15年度 水産庁
水産業強化対策整備交付金 平成23年度 水産庁
水産業共同利用施設復旧整備費補助金 平成23年度 水産庁
港整備交付金（漁港施設用地の整備を行うものに限る。） 平成17年度 水産庁
ＨＡＣＣＰ対応のための水産加工・流通施設の改修支援事業 平成24年度 水産庁
漁港環境整備事業（漁港施設用地の整備を行うものに限る。） 昭和55年度 平成21年度 水産庁
漁村づくり総合整備事業（漁港施設用地の整備を行うものに 平成６年度 平成21年度 水産庁
限る。）
漁港高度利用促進対策事業 平成９年度 平成16年度 水産庁
沖縄県水産業拠点強化構造改善特別対策事業 平成11年度 平成16年度 水産庁
漁業経営構造改善事業 平成12年度 平成16年度 水産庁
内水面漁業振興施設整備事業（内水面環境活用総合対策事業） 平成12年度 平成16年度 水産庁
水産物産地流通加工施設高度化対策事業 平成13年度 平成16年度 水産庁
新漁村コミュニティ基盤整備事業 平成14年度 平成16年度 水産庁
水産資源増強施設整備事業 平成16年度 平成16年度 水産庁
強い水産業づくり交付金 平成17年度 平成22年度 水産庁
漁村再生交付金（漁港施設用地の整備を行うものに限る。） 平成17年度 平成22年度 水産庁
赤潮・磯焼け緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 水産庁
以上のほか、これら事業に先立って過去に実施されていた事業であって、これら事業と 各局庁共通
同様の機能の施設を整備する事業
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別紙様式１号（第３条第１項関係）
財産処分承認申請書

番 号
年 月 日

殿

都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第３条第１項の規定により、承認申請します。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

(3) 処分に対する補助事業者の意見（間接補助事業等の場合に限る。）

２ 処分の対象財産
(1) 事業実施主体

(2) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(3) 事業費、補助金額、補助率

(4) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(5) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分予定年月日

４ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付すること。
(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」、「補助事業を中止する場合」で、損失補償金を受け

る場合には、次の資料を添付すること。
① 補償契約書等の写し
② 取り壊し等の工事概要、事業費（予定）

(注３) 処分区分の欄に掲げる「譲渡」、「有償」で、備考欄を適用する場合には、次のいずれかの
資料を添付すること。
ア 農業生産法人化計画
イ 上記計画を添付できない場合

① 農業生産法人化計画類似の法人化計画
② 新設法人への財産処分（承継）計画書
③ 発起人名簿又は定款案（集落営農組織の構成員が新設法人の主たる組合員、社員又は
株主であることが確認できるもの）

(注４) 漁港漁場整備法第37条の２の貸付けの場合には、貸付契約締結後、貸付契約書を提出する
こと。

(注５) 処分区分の欄に掲げる「担保」で、補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合には、資金
の使途、決算の状況、資金繰りの状況、収支計画及び返済計画について確認できる資料を添
付すること。
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別紙様式２号（第４条第１項関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分報告書
番 号
年 月 日

殿

都道府県知事等 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第４条第１項の規定により、報告いたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的に
記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る行政需要への対応状況等
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産の確保が見込まれる場合には、その内容

について、上記２の(1)から(4)までに準ずる内容がわかる資料を添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分に関係省庁の許認

可等が必要である場合には、その手続きの内容とスケジュール等がわかる資料を添付するこ

と。
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別添（別紙様式２号関係）
行政需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
補助対象財産の名称

利 用 計 画 平成 年度 平成 年度 平成 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。）

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。）

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考
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別紙様式３号（第４条第２項関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

殿

都道府県知事等 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第４条第２項の規定により、承認申請します。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的に
記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る行政需要への対応状況
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分に関係省庁の許認

可等が必要である場合には、その手続きの内容とスケジュール等がわかる資料を添付するこ

と。
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別添（別紙様式３号関係）

行政需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
補助対象財産の名称

利 用 計 画 平成 年度 平成 年度 平成 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。）

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。）

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考
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別紙様式４号（第５条第１項第１号関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分報告書
番 号
年 月 日

殿

都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第５条第１項第１号の規定により、報告いたします。

なお、当該事業(又は現行の類似事業)の要綱・要領で定める期間又は処分制限期間
の残期間内のいずれか短い期間につき当該財産（又は施設）の利用状況を報告いたし
ます。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的に
記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

(3) 処分に対する補助事業者の意見（間接補助事業等の場合に限る。）

２ 処分の対象財産
(1) 事業実施主体

(2) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(3) 事業費、補助金額、補助率

(4) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(5) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産を新たに確保し、補助事業を継続する場合
には、その機能について、上記２の(1)から(5)までに準ずる内容がわかる資料を添付するこ
と。

(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」の「補助事業を中止する場合」で「農林水産省が現
在実施している補助事業等で取得可能な補助対象財産として自ら使用する場合」には、なお
書きを付すこと。
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別添（別紙様式４号関係）
需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
補助対象財産の名称

利 用 計 画 平成 年度 平成 年度 平成 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。）

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入すること。
（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。）

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考

21



別紙様式５号（第５条第１項第２号関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

殿

都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第５条第１項第２号の規定により、承認申請します。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的に
記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

(3) 処分に対する補助事業者の意見（間接補助事業等の場合に限る。）

２ 処分の対象財産
(1) 事業実施主体

(2) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(3) 事業費、補助金額、補助率

(4) 耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(5) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付すること。
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別添（別紙様式５号関係）
需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
補助対象財産の名称

利 用 計 画 平成 年度 平成 年度 平成 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む。）

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入。）

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度（予定額） 備 考
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別紙様式６号（第６条第１項関係）

利用困難財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

殿

都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づき、
下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分
等の承認基準第６条第１項の規定により、承認申請します。

記

１ 処分の理由
(1) 社会経済情勢の変化等の事情

(注) 社会経済情勢の変化等により当初の補助目的に従った利用が困難となっている事情を、以下
の事項により具体的に記述すること。

(ア) 補助事業等の開始時には予見できなかった社会経済情勢の変化
(イ) 当初の補助目的に従った利用が困難となっている現在の事情
(ウ）「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」（平成20

年５月23日付け20経第38 5号大臣官房経理課長通知。以下「20年承認基準通知」という。）
の第６条第２項各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの状況等

(2) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応す
るため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体
的に記述すること。

(3) 処分に対する補助事業者の意見（間接補助事業等の場合に限る。）

２ 処分の対象施設
(1) 施設の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(注) 施設とは、建物並びに建物と一体的に整備された建物附属施設、構築物、器具及び備品並び
に機械及び装置並びに建物及び建物附属施設に係る用地をいう（以下同じ。）。

具体的施設名を、補助事業名、実施年度とともに示すこと。
また、20年承認基準通知の別表５に掲げる事業のいずれの事業であるかを示すこと。

(2) 事業実施主体
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(3) 事業費、補助金額、補助率

(4) 施設の耐用年数（処分制限期間）、経過年数

(5) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分の方法（処分区分）

(注) 財産処分の態様を具体的に記述するほか、20年承認基準通知の別表４の処分区分の欄に掲げ
る内容のうちいずれに該当するかを記述すること。

農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象施設（以下「農林水産業施
設」という。）として利用又は譲渡する場合には、現在実施している補助事業名を記述すること。

４ 要件の適合等について

(注) (1) 別表４の(注２)に関する要件を満たしていることについて、具体的に記述すること。
(2) 別表４(注１)及び(注３)の条件が必要となる場合にあっては、変更後の利用計画等を添

付すること。
(3) 農林水産業施設以外の施設として利用又は取り壊し等を行う場合であって、他の施設に

機能を移転する場合は、以下によることとする。
(ｱ) 機能が移転されることを示す記述又は資料を添付すること。
(ｲ) 以下の要件を満たしていることについて、具体的に記述すること。

① 当該施設を現状のまま維持し続けた場合は、経済的負担の発生が見込まれること。（可
能な限り定量的に記述すること。）

② 当該施設を他の農林水産業施設として利用することが困難であること。
③ 当該施設（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業の振興を通じた地
域活性化又は公益の増進に資するものであること。

④ 補助事業等で整備した施設に機能を移転する場合には、当該機能移転先施設における
補助事業等の遂行に支障を来さないこと。（必要な資料を添付すること。）

⑤ 当該施設の事業内容、財産処分の内容、①～④の事項について広報誌等により公表さ
れること。（なお、この場合、地方農政局等のホームページに掲載する。）

５ 納付金額（予定額）

(注) 処分区分の欄に掲げる内容ごとに、国庫納付額の欄に掲げる算定方法で計算される額を記入
すること。

その際、算定に用いた残存簿価、時価評価額又は譲渡契約額の根拠となる資料を添付して記
述すること。

また、取り壊し等に要する費用を超える収益（損失補償金を含む。）があった場合は、取り
壊し等の工事概要、事業費（予定）、収入額（予定）等を、その根拠となる資料を添付して記述
すること。

６ 同種の補助事業の申請について

(注) 財産処分の対象となる施設の所有者による同種の補助事業の申請実績、及び当面の申請予定
の有無を記述すること。
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別紙様式第７号（第７条第１項関係）

災 害 報 告 書
番 号
年 月 日

殿

都道府県知事等 氏 名 印
又は住 所

団体名
代表者 氏 名 印

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）補助対象財産（以下、
「施設等」という。）が、災害（例 ○○地震）により被災し、補助事業等の継続が困
難となったので、報告いたします。

なお、貴職から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第
1 7 9号）に基づく指示があった場合には、その指示に従うことといたします。

記

１ 被災施設等の概要
(1) 補助事業名及び実施年度
(2) 事業実施主体名
(3) 施設等の名称
(4) 施設等の所在地
(5) 施設等の構造及び規格、規模等
(6) 総事業費（うち国庫補助金等）

２ 災害の概要
(1) 被災の原因

年 月 日（○○地震による被災）
（○○気象台調べ ○○時○○分）

(2) 被災の程度
施設等の破損（建物の○○が○○）
被害見積価格
施設等の復旧が不可能との判断した理由等

（事業実施主体の申請理由等）
（補助事業者の判断等）

(3) 被災施設の収支等
施設等の取り壊し等の概算経費
処分に係る収益等の見込額（損失補償金を含む。）

３ その他

[添付資料]
１ 財産管理台帳の写し
２ 被害状況の写真など
３ ○○○○
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札幌商工会議所　札幌市中央区北1条西2丁目
T. 011 231 1369  F. 011 222 5215　kankou@sapporo-cci.or.jp

お問い合わせ先

サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会

04 05

0603

02

　北海道の空の玄関口・新千歳空港から始
まるサイクリングの旅です。千歳市街地を抜
け、サイクリングロードを経由しながら支笏湖
へ向かい、洞 湖、ルスツ、ニセコ、キロロなど
の観光地を巡ります。
　ツール・ド・北海道やアイアンマン・ジャパン
北海道などで使われたコースも多く、上級者
の方も納得の走りごたえといえるでしょう。初心
者でもガイドツアーや輪行などをうまく組み合

わせれば、十分チャレンジできます。交通量が
多い小樽～札幌間は、安全をとって輪行する
のがおすすめです。札幌から石狩、空知エリ
アをサイクリングすることも可能です。
　周辺には温泉地やリゾートも多く、その土地
ならではの美食も豊富にそろっています。日程
に余裕があれば、積丹半島などに足を伸ばし
てみましょう。

01／色づき始めた「蝦夷富士」羊蹄山に秋の訪れを感じながら　02／昭和新山と三松正夫像　03／洞 湖畔沿いの「とうや湖ぐ
るっと彫刻公園」　04／神の水（カムイワッカ）と呼ばれる羊蹄山の湧水　05／大自然の中を快適に走行できるのが魅力　06／山中
牧場のソフトクリームで一休み

“サイクル・ツーリズム北海道推進連絡会”とは、北海道商工会議所連合会や札幌商工会議所など
官民44の企業・団体が北海道へのサイクリングを誘致するために設立した組織です。
本マップは「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業（国土交通省観光庁（北海道運輸局））」により製作しました。

サイクリングフロンティア北海道（T.0120 963 776） http://www.hokkaido-cycling.jp

ヒーロー北海道（T.0136 55 7475）　http://hero-hokkaido.com

Cycling tourguide & Rentacycle

（有）サイクル小野サッポロ（T.011 621 0501） http://www.onosapporo.jp

サイクルショップ ナカムラ SAPPORO（T.011 532 9588） http://www.csnakasp.com

Cycle Shop

救急医療情報案内センター　フリーダイヤル　0120-20-8699　携帯電話・PHS　011-221-8699

北海道救急医療・広域災害情報システム　http://www.qq.pref.hokkaido.jp/qq/qq01.asp

救急医療情報

北海道サイクルツーリズム
公式HPのご紹介 各エリアのパンフレットがダウンロード出来る「パンフレットラ

イブラリー」や全道のサイクルラック設置マップ・自転車保
管対応ホテル＆各エリアのサイクル専門ショップ一覧など、
サイクリストの為のポータルサイトです。

http://www.hokkaido.cci.or.jp/cycletourism-hokkaido/

北海道サイクルツーリズム

北海道8エリアのコースを完全網羅！

3 きのこ王国 大滝本店　伊達市大滝区三階滝町637-１　T.0142 68 6270

4 郷の駅 ホッときもべつ　喜茂別町喜茂別306-3　T.0136 55 5130

Rest space

1 しこつ湖鶴雅リゾートスパ  水の謌　
　  千歳市支笏湖温泉　 T.0123 25 2211

美しい森と湖に囲まれた癒しの空間で楽しむ、ヘルシーなビュッフェ
ランチがおすすめ。温泉やエステとセットのプランなどもあり、女性のお
客様にもおすすめ。サイクリングの後にも優雅な時間を楽しめます。

2 レストラン マッカリーナ　
　  真狩村字緑岡172-３　T.0136 48 2100

「風のレストラン」をテーマに、真狩名産の食材や羊蹄の伏流水な
ど、地元の素材をふんだんに使ったフレンチのランチコースを楽しめ
ます。羊蹄を望む抜群のロケーションにたたずむオーベルジュです。

●各店舗の詳しい場所は中面をご覧ください

Long Ride   Course

Long Ride   Course

Course guide
｜走行距離｜ 約263km
｜ スタート ｜ 新千歳空港（千歳市）｜ ゴール ｜ JR札幌駅（札幌市）｜サイクルラック設置数｜ 9ヶ所

｜所要時間｜ 約17時間30分 ｜グレード｜ 中級

人気の道央エリアを快走

Hokkaido Resort Ride
Chitose - Date - Sobetsu - Toyako - Rusutsu - Makkari - Niseko -
Kimobetsu - Kyogoku - Kutchan - Akaigawa - Otaru - Sapporo

Hokkaido Resort Ride
Chitose - Date - Sobetsu - Toyako - Rusutsu - 
Makkari - Niseko - Kimobetsu - Kyogoku - 
Kutchan - Akaigawa - Otaru - Sapporo

※小樽～札幌間は輪行



札幌札幌札幌

小樽小樽小樽

赤井川赤井川赤井川

倶知安倶知安倶知安

京極京極京極

喜茂別喜茂別喜茂別ニセコニセコニセコ

真狩真狩真狩

留寿都留寿都留寿都

洞爺湖洞爺湖洞爺湖

壮瞥壮瞥壮瞥

伊達伊達伊達

千歳千歳千歳

▲有珠山▲有珠山▲有珠山

▲札幌岳

▲樽前山▲樽前山▲樽前山

恵庭岳▲恵庭岳▲恵庭岳▲

羊蹄山▲羊蹄山▲羊蹄山▲

支笏湖支笏湖支笏湖

石狩湾石狩湾石狩湾

石狩湾新港石狩湾新港石狩湾新港

倶多楽湖倶多楽湖倶多楽湖

中島中島中島

GOAL

START

337

275

337

36

36

230

5

393

当別当別当別

北広島北広島北広島

苫小牧苫小牧苫小牧

白老白老白老

登別登別登別

室蘭室蘭室蘭

伊達伊達伊達

余市余市余市

白老 IC白老 IC白老 IC

銭函 IC銭函 IC銭函 IC

小樽 IC小樽 IC小樽 IC

江別東 IC江別東 IC江別東 IC

千歳空港 IC千歳空港 IC千歳空港 IC

千歳 IC千歳 IC千歳 IC

登別室蘭 IC登別室蘭 IC登別室蘭 IC

伊達 IC伊達 IC伊達 IC

石狩川石狩川石狩川

453

276

230

37

276

新千歳空港新千歳空港新千歳空港

11

22

33

44

755

36

1022

1

95

753
1092

604

58

631

478

821

784

95

66

230

580

230

841

66
97

97914

702 285

777

66

578

2

132

560

519
922

703

127

782

327 350

86

141

78

16

1091

10

117

44

273
1066

128

124

129

259

704 107

257

792

791

343

66

228

トンネル多し。
十分注意を

この先トンネル注意

山中牧場

原生林の中を快走

この先、しばらくコ
ンビニ、トイレなし

倶知安市
街地、注意

3泊目
ニセコ

ダチョウ牧場

休憩ポイント

羊蹄の名水

名水吹き出し公園

道幅が狭く注意

手作りキッチンなり田

1泊目北湯沢

展望台からは小樽を
一望に。絶景。下りは
危険。十分に注意

長いトンネル。交通量は
比較的少ないが、注意

2泊目ルスツ

上りが続く

果樹園で果物狩
りも楽しめるエリア

国道区間、交通
量が多く注意

きつい上り。
交通量も多
いので注意

国道との交差点。視界
も悪く、交通量が非常
に多いので、十分に注
意を！この先少しだけ国
道。車に注意を

峠の上り。ところど
ころに絶景。休み
休み上りましょう

この先、並走するサイクリング
ロードに入りましょう

道幅狭く、ブラインド
コーナーも多いので注
意。洞 湖の絶景が
楽しめます

小樽～札幌間は交通量も多く、
自信のない方は輪行がおすすめ

道が狭く注意

千歳市街地、
車に注意

2013.  Long Ride   Course
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Hokkaido Resort Ride Chitose - Date - Sobetsu - Toyako - Rusutsu - Makkari - Niseko -
Kimobetsu - Kyogoku - Kutchan - Akaigawa - Otaru - Sapporo

凡　例サイクルラック設置箇所

❶
このマークのある
ポイントには
サイクルラックが
設置してあります。

一 般 道

有料道路

J R 線

河 　 川

道 の 駅

新千歳空港
セイコーマート倶知安北３条店
倶知安駅
くっちゃんサンスポーツランド
ニセコ町五色温泉インフォメーションセンター

❶
❷
❸
❹
❺

千歳市美々
倶知安町北３条東５丁目
倶知安町北３条西４丁目
倶知安町字樺山41-5

ニセコ町字ニセコ510

道の駅ニセコビュープラザ
蘭越町昆布川温泉郷幽泉閣
道の駅真狩フラワーセンター
道の駅230ルスツ

❻
❼
❽
❾

ニセコ町字元町77-10

蘭越町昆布町114-5

真狩村字光８-3

留寿都村字留寿都127


